
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「均衡待遇特別相談窓口」を開設しました 

～職場内の待遇差に関する疑問にお答えします～ 

 

 

奈良労働局（局長 川村 徹宏）は、令和２年４月１日から施行されるパートタイ

ム・有期雇用労働法（※）に関する疑問や相談にお答えするため、「均衡待遇特別

相談窓口」を開設しました。 

正社員と非正規労働者（パート・アルバイト等）の間の不合理な待遇差の確認、

解消のためご相談ください。 

※中小企業は令和３年４月１日から適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内における正社員と短時間労働者・

有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる不合理な待遇差を設け

ることが禁止されます。 

厚生労働省のＨＰ「同一労働同一賃金特集ページ」では、不合理な待遇差解消を

支援するツールを公開しています（「資料４」を御参照ください。）。 

 

 

資料１：「均衡待遇特別相談窓口」リーフレット 

資料２：「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」リーフレット 

資料３：「奈良働き方改革推進支援センター」案内リーフレット 

資料４：厚生労働省ＨＰ「同一労働同一賃金特集ページ」 

奈 良 労 働 局 発 表  

令和元年５月３０日 

 

 設置場所：奈良労働局 雇用環境・均等室 

 受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土日祝日、年末年始除く） 

電話・来庁どちらでも可 

 電話番号：０７４２－３２－０２１０ 

 所 在 地：奈良市法蓮町 387 番地 奈良第三地方合同庁舎 2 階 

【照会先】 

奈良労働局雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官  村上 陽子  

地方待遇改善指導官         木村 直美 

（直通電話） ０７４２－３２－０２１０ 
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 均衡待遇特別相談窓口 



均 衡 待 遇

奈良労働局雇用環境・均等室では、正社員と非正規社
員の間の待遇の差に関するご相談をお受けしていま
す！

（中小企業における適用は2021年4月１日から適用）

パゆうちゃん

パートタイム・有期雇用労働法が

2020年４月１日施行されます

正社員と非正規社員の間の

不合理な待遇差が禁止されます！
（法律の改正ポイントはリーフレットの裏面をご覧ください）

特別相談窓口

奈良労働局 均衡待遇特別相談窓口

受付時間 ８時30分～17時15分
（土日祝日を除く） 電話・来庁どちらでも可

大宮通

新大宮駅
至奈良

至西大寺

一条高校●一条通

国道24号線
奈
良
労
働
局

近鉄奈良線

北

電話番号 ０７４２－３２－０２１０

所 在 地 奈良市法蓮町３８７
奈良第三地方合同庁舎２F

奈良労働局雇用環境・均等室


























